
次期行動計画における事業の見直し結果について 

◆見直し結果 

<重点目標及び基本的な施策の見直し> 

次期行動計画 旧計画 

重点目標数 12 17 

新たに設定した 

重点目標 

・子どもにとっての男女共同参画の促進 

・男性にとっての男女共同参画の促進 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

・女性などに対する暴力の根絶（豊橋市ＤＶ基本計画） 

 

基本的な施策数 29 45 

新たに設定した 

基本的な施策 

・男性の男女共同参画意識の高揚に向けた啓発 

・男性の家庭生活、地域生活への参画支援 

・地域活動における人材育成の促進 

・DV 防止のための啓発活動の推進 

・安心して相談できる体制の整備 

・DV 被害者への自立支援の充実 

 

 

<事業の見直し>  

次期行動計画  

事業総数 162  

新規 拡充 継続 統合 完了 削除 
 

59 25 78 63 2 18 

 186 
 

 旧計画 

 

新規 
・新たに実施する事業 

・すでに実施しているが、次期行動計画に新たに掲載する事業 

拡充 
・既存事業に新たな視点を加えるなど、内容の見直しを図り充実 

する事業 

継続 
・次期行動計画においても引続き実施する事業 

統合 
・計画体系の見直し・整理にともない、統合した事業 

・関連諸計画との整合性を図るため、統合した事業 

完了 
・計画内容を完了した事業 

削除 
・計画体系の見直し・整理にともない、除外した事業 

・事業の見直しにより廃止した事業 



◆主な新規事業 

重点目標 事業名 事業の概要 担当課 

地域における人権啓

発の推進 

保育園・幼稚園における人権教育として、人権擁護

委員と連携し、紙芝居などを活用した出前講座を実

施し、園児や保護者への理解を促す。 

福祉政策課 子どもにとって

の男女共同参

画の促進 

保育士向け人権教育

研修の開催 

保育士を対象に、人権教育など男女共同参画に関す

る研修を開催する。 

保育課 

男性の意識啓発を目

的としたパンフレット

の発行 

男性に対して、男女共同参画について正しい理解を

促すよう、パンフレットを作成し配布する。 

市民協働推進課 

男性のための相談窓

口の開設 

「仕事」、「子育て」、「家庭」、「職場や地域での人間

関係」などで悩みを抱える男性のための相談窓口を

開設する。 

市民協働推進課 

男 性 に と っ て

の男女共同参

画の促進 

男性の育児休暇取得

を推進する中小企業

への支援 

男性の育児休暇取得を推進する中小企業を対象とし

た支援策を検討し、男性の育児への参加を促進す

る。 

市民協働推進課 

子育て支援課 

商工業振興課 

政策・ 方針決

定の場への女

性の参画促進 

市女性職員の登用計

画の推進 

女性の登用の必要性を庁内に周知し職員の意識改

革を行うとともに、積極的なロールモデルの発掘を行

うことで、女性の登用を進める。 

人事課 

地域活動等に

おける男女共

同参画の促進 

自治会活動における

女性の参画促進 

自治会活動に女性が活躍することを推奨し、地域に

おける男女共同参画の実現を図る。 

市民協働推進課 

「ワーク・ライフ・バラ

ンス」推進の認定事

業所制度の検討 

仕事と家庭の両立や、男女とも働きやすい職場環境

づくりの視点から、さまざまな取組を実施している事

業所を認定し、先進的な事例として紹介する制度を

検討する。 

市民協働推進課 

子育て支援課 

商工業振興課 

仕事と生活の

調和（ワーク・

ライフ・バラン

ス）の推進 

仕事と子育て両立の

ためのハンドブックの

作成 

各種制度を周知し、育児への不安を解消するととも

に、安心して子育てが出来る環境づくりをすすめ、市

男性職員の子育てへの参加を促す。 

人事課 

 

総合的な DV 相談窓

口の設置 

潜在化しやすい DV 被害を未然に防ぎ、早期の段階

での実態把握や情報提供を図り、関係機関との連携

のもと相談者への必要な対策を施すことを目的とした

窓口の設置を検討する。 

女性などに対

する暴力の根

絶（豊橋市ＤＶ

対 策 基 本 計

画） 専門相談員の配置及

び育成 

被害者に対し的確な相談、支援が実施できるよう専

門相談員を配置するとともに、ＤＶ被害者の相談、支

援に携わる相談員の専門的知識の習得や研修の充

実を図る。 

市民協働推進課 

安全生活課 

多文化共生・国際課 

子育て支援課 

長寿介護課 

障害福祉課 

 


